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●
被
害
の
概
要
と
特
徴

　

一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
早
朝
に
発
生
し
た
大

震
災
か
ら
、
来
年
一
月
に
は
一
五
年
目
を
迎
え
る
。

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七・
三
の
直
下
型
地
震
で
、
死

者
六
四
三
四
人
、
重
軽
傷
者
四
万
四
〇
〇
〇
人
、

住
宅
全
壊
一
八
万
六
〇
〇
〇
世
帯
、
半
壊
・
半
焼

二
七
万
四
〇
〇
〇
世
帯
、
直
接
経
済
被
害

九
兆
九
〇
〇
〇
億
円
で
あ
っ
た
（
兵
庫
県
公
式
発

表
）。
そ
の
被
害
が
大
規
模
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
、
大
都
市
圏
を
襲
っ
た
災
害
で
あ
る
と
い
う
点

で
、
わ
が
国
だ
け
で
な
く
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
世
界

各
国
へ
与
え
た
教
訓
は
極
め
て
大
き
い
。
そ
こ
で
、

わ
が
国
の
こ
の
経
験
が
世
界
の
災
害
被
害
軽
減
へ

向
け
て
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の

課
題
は
何
か
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　

わ
が
国
は
、
そ
の
地
球
上
の
位
置
、
気
象
・
地

質
お
よ
び
地
形
上
の
特
質
か
ら
、
地
震
だ
け
で
な

く
台
風
や
豪
雨
に
よ
る
水
害
、
土
砂
崩
壊
、
雪
崩
、

噴
火
等
、
世
界
で
も
屈
指
の
災
害
の
多
い
国
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
以
来
、
大
き
な
災
害
が

起
き
る
た
び
に
そ
れ
に
対
処
す
る
法
整
備
が
徐
々

に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
、
一
九
六
一
年

に
制
定
さ
れ
た
「
災
害
対
策
基
本
法
」
が
、
応
急
、

復
旧
、
防
災
、
予
防
の
各
段
階
に
お
け
る
さ
ま
ざ

ま
な
主
体
の
任
務
と
権
限
を
決
め
て
お
り
、
災
害

対
策
の
根
幹
と
な
る
法
律
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

他
、「
災
害
救
助
法
」（
一
九
四
七
年
制
定
）、「
激

甚
法
」（
一
九
六
二
年
制
定
）
な
ど
の
多
く
の
法

律
が
大
き
な
災
害
時
に
は
組
み
合
わ
さ
れ
て
適
用

さ
れ
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
（
以
下
、「
阪
神

大
震
災
」
と
略
称
）
に
対
し
て
も
こ
れ
ら
の
法
律

が
適
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
い
く
つ
か
の
特
別
措

置
が
採
ら
れ
た
。
そ
の
効
果
も
あ
り
、
未
曽
有
と

言
わ
れ
た
大
都
市
の
崩
壊
状
態
も
、
社
会
イ
ン
フ

ラ
基
盤
の
復
旧
や
多
く
の
建
築
物
の
復
興
が
お
よ

そ
三
年
間
で
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
特
別

措
置
が
終
了
し
た
三
年
後
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
表

面
的
に
復
興
し
た
よ
う
に
見
え
る
そ
の
陰
で
、
被

災
地
の
経
済
活
動
の
停
滞
と
災
害
弱
者
の
問
題
が

顕
現
化
し
た
。

●
復
興
政
策
の
特
徴

　

こ
こ
で
は
、
阪
神
大
震
災
の
現
地
で
観
察
し
て

き
た
視
点
か
ら
、
わ
が
国
の
災
害
対
策
の
特
徴
と

そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　

第
一
に
、
物
理
的
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
・

整
備
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
災
害
の
多
い
わ

が
国
で
は
、
国
土
保
全
事
業
予
算
が
一
般
公
共
事

業
費
予
算
の
約
一
八
％
（
一
般
会
計
の
約
二
％
）

を
占
め
、
大
災
害
が
発
生
し
た
年
に
は
こ
れ
を
災

害
復
旧
費
に
回
す
機
動
的
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
世
界
で
も
稀
に
見
る
災
害
復
旧
の

優
れ
た
公
的
支
出
の
仕
組
み
で
あ
る
が
、
そ
の
支

出
目
的
は
あ
く
ま
で
も
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
で

阪
神
・
淡
路
大
震
災（
一
九
九
五
年
）

特
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（出所）『平成20年版 防災白書』を基に筆者作成。

図１　日本の災害による死者数とストック（住宅を除く）被害の対GNP 比の推移

崩壊した高速道路（筆者撮影）
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あ
る
。
こ
の
仕
組
み
と
い
く
つ
か
の
特
別
措
置
で

阪
神
大
震
災
後
の
「
目
に
見
え
る
」
社
会
イ
ン
フ

ラ
の
復
旧
が
比
較
的
早
く
な
さ
れ
た
。

　

第
二
は
、
右
の
こ
と
と
は
反
対
に
、
個
人
の
生

活
復
興
の
た
め
の
公
的
支
援
の
視
点
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
被
災
者
が
生
活
を
継
続
す
る
基
本
に

な
る
の
は
ま
ず
住
宅
で
あ
り
、
次
に
生
業
で
あ
る
。

約
四
十
六
万
世
帯
が
半
壊
以
上
の
住
宅
被
害
を
受

け
、
失
業
者
も
急
増
し
た
。
生
活
復
興
の
た
め
に

は
早
期
の
資
金
調
達
が
必
要
で
あ
る
が
、
義
捐
金

の
条
件
付
き
配
分
と
激
甚
被
災
者
へ
の
少
額
の
見

舞
金
以
外
は
、
阪
神
大
震
災
で
は
公
的
な
現
金
支

援
は
原
則
と
し
て
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
途

上
国
の
防
災
専
門
家
に
対
す
る
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
集
団

研
修
で
毎
年
講
師
を
し
て
い
る
が
、
彼
ら
が
一
番

驚
き
、
理
解
に
苦
し
む
の
が
こ
の
「
原
則
」
で
あ

る
。
住
宅
等
の
個
人
財
産
形
成
に
連
な
る
「
個
人

補
償
は
し
な
い
」
と
い
う
わ
が
国
独
特
の
原
則
が

頑
固
に
守
ら
れ
た
。（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法

が
二
〇
〇
七
年
に
改
正
さ
れ
た
時
初
め
て
、
全
壊

住
宅
に
限
っ
て
再
建
費
に
支
援
金
を
回
す
こ
と
が

許
さ
れ
た
）。
水
や
食
料
、
衣
服
等
の
生
活
必
需

品
の
現
物
支
給
、
避
難
所
（
約
一
二
〇
〇
か
所
）

や
仮
設
住
宅
（
約
四
万
八
〇
〇
〇
戸
）
の
設
置
、

住
宅
の
解
体
と
が
れ
き
処
理
の
公
的
支
援
は
大
規

模
に
行
わ
れ
た
。
一
年
以
内
の
解
体
と
い
う
条
件

が
付
い
て
い
た
た
め
に
、
修
理
で
き
る
多
く
の
住

宅
ま
で
解
体
し
て
し
ま
っ
た
。

　

復
旧
か
ら
復
興
に
至
る
数
年
間
は
、
社
会
イ
ン

フ
ラ
や
住
宅
再
建
等
の
復
興
需
要
が
発
生
し
た
。

五
年
間
で
七・
七
兆
円
の
復
興
需
要
が
生
ま
れ
、

そ
の
資
金
は
七
対
三
の
比
率
で
民
間
と
公
共
部
門

が
負
担
し
た
と
い
う
興
味
深
い
推
計
が
あ
る
（
参

考
文
献
③
、
一
三
〇
ペ
ー
ジ
）。
す
な
わ
ち
、
住

宅
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
が
自
助
努
力
で
再
建
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
住
宅
の
再
建
や
修
理
が
可
能
で

あ
っ
た
被
災
世
帯
は
家
計
の
や
り
く
り
で
そ
の
費

用
の
捻
出
を
強
い
ら
れ
た
。
特
に
復
興
基
金
（
＝

兵
庫
県
と
神
戸
市
が
債
券
を
発
行
し
、
借
入
資
金

を
財
団
法
人
に
出
資
し
、
そ
の
運
用
収
入
で
一
〇

年
間
に
わ
た
る
細
か
い
復
興
事
業
を
企
図
し
た
制

度
）
に
よ
る
支
援
で
ロ
ー
ン
の
利
子
補
給
等
が
な

さ
れ
た
が
、
条
件
が
複
雑
な
上
に
後
追
い
的
に
小

出
し
さ
れ
、
利
用
者
は
少
な
か
っ
た
。
二
重
ロ
ー

ン
（
＝
被
災
前
に
返
済
中
で
あ
っ
た
住
宅
ロ
ー
ン

に
加
え
て
、
被
災
後
に
新
築
等
で
新
規
に
必
要
に

な
っ
た
住
宅
ロ
ー
ン
）
を
抱
え
た
被
災
者
も
多
数

出
た
。

　

他
方
で
、
住
宅
再
建
や
生
業
さ
え
も
断
念
せ
ざ

る
を
得
な
い
災
害
弱
者
が
多
数
生
ま
れ
た
。
低
所

得
等
の
条
件
を
満
た
す
階
層
は
仮
設
住
宅
か
ら
約

四
万
戸
の
復
興
公
営
住
宅
（
低
額
家
賃
）
に
移
っ

た
が
、
公
営
住
宅
を
希
望
し
て
も
入
居
で
き
な
い

新
た
な
貧
困
層
が
生
ま
れ
た
。
入
居
者
も
高
齢
者

が
多
く
、
孤
独
死
や
自
殺
者
が
現
在
で
も
多
発
し

て
い
る
。
被
災
地
の
失
業
率
も
他
地
域
に
比
べ
て

長
期
に
わ
た
っ
て
高
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
、
経

済
全
般
の
復
興
に
は
長
期
を
要
す
る
。
筆
者
が
地

域
総
生
産
を
用
い
て
、
地
震
が
無
か
っ
た
と
想
定

し
た
場
合
の
総
生
産
に
比
べ
て
現
実
に
は
い
く
ら

減
少
し
た
か
を
示
す
フ
ロ
ー
と
し
て
の
間
接
被
害

（
ス
ト
ッ
ク
の
毀
損
を
示
す
直
接
被
害
で
は
な
い
）

を
推
計
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
発
生
は
地
震
か
ら
約

一
〇
年
間
に
及
び
、
総
計
で
約
十
四
兆
円
で
あ
っ

た
（
参
考
文
献
④
参
照
）。

　

第
三
に
、
都
道
府
県
が
復
興
対
策
の
基
本
的
な

実
施
主
体
で
あ
る
一
方
に
お
い
て
、
財
源
的
に
は

国
の
支
援
を
補
助
金
、
交
付
金
を
通
じ
て
受
け
た
。

ひ
も
付
き
の
支
援
を
国
か
ら
受
け
る
と
い
う
こ
と

は
、
各
省
庁
の
規
制
・
原
則
に
従
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
阪
神
大
震
災
の
時
に
せ
っ
か
く
の
復
興
基

金
が
十
分
に
機
能
し
な
か
っ
た
の
は
、
兵
庫
県
や

神
戸
市
が
独
自
の
視
点
で
被
災
者
や
中
小
企
業
の

ニ
ー
ズ
に
柔
軟
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
（
債
券
発
行
に
よ
る
金
利
支
払
い
は
、
政
府
の

特
別
交
付
税
措
置
に
頼
っ
て
い
た
た
め
）。

　

第
四
に
、
実
際
の
事
業
は
各
省
庁
別
に
行
わ
れ
、

地
方
と
国
の
間
の
調
整
の
ほ
か
に
、
各
省
庁
間
の
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調
整
が
必
要
に
な
る
。
阪
神
大
震
災
で
は
こ
の
調

整
が
余
り
に
も
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、「
阪
神・

淡
路
大
震
災
復
興
基
本
法
」（
五
年
間
の
時
限
立

法
）
に
基
づ
い
て
復
興
対
策
本
部
を
国
土
庁
に
設

置
、
当
時
の
村
山
富
市
首
相
を
本
部
長
と
し
、
閣

僚
を
本
部
員
、
各
省
庁
か
ら
出
向
す
る
事
務
方
で

縦
割
り
行
政
の
弊
害
を
な
く
そ
う
と
し
た
。
し
か

し
、
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
当
時
の
国
土
庁

が
総
理
府
の
外
局
で
あ
っ
た
と
い
う
地
位
も
災
い

し
、
省
益
調
整
の
場
に
な
っ
た
感
が
強
い
。
同
時

に
、
地
方
と
民
間
識
者
か
ら
復
興
プ
ラ
ン
の
ア
イ

デ
ア
を
ま
と
め
る
た
め
に
下
河
辺
元
国
土
庁
事
務

次
官
を
委
員
長
と
す
る
七
人
の
委
員
か
ら
な
る
復

興
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
兵
庫
県
知
事
と
神
戸

市
長
が
委
員
に
加
わ
っ
た
の
で
地
元
か
ら
は
期
待

さ
れ
た
が
、
中
央
官
僚
の
壁
が
厚
か
っ
た
と
い
わ

れ
る
。
兵
庫
県
と
神
戸
市
は
六
六
〇
に
及
ぶ
復
興

計
画
を
立
て
「
創
造
的
復
興
」
と
し
て
喧
伝
し
た

が
、
復
興
委
員
会
が
立
案
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

次
の
四
つ
で
あ
っ
た
。

（
一
）
上
海
長
江
交
易
促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
二
）
ヘ
ル
ス
ケ
ア
パ
ー
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
三
）
新
産
業
構
造
形
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
四
）
阪
神
・
淡
路
大
震
災
記
念
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

こ
れ
ら
が
一
〇
年
間
の
復
興
プ
ラ
ン
の
目
玉
と

し
て
認
知
さ
れ
た
。
し
か
し
、第
（
一
）
の
上
海・

長
江
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
早
く
し
て
挫
折
し
た
。

（
二
）
と
（
三
）
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
紆
余
曲
折

の
末
、
震
災
後
一
〇
年
く
ら
い
か
ら
ポ
ー
ト
ア
イ

ラ
ン
ド
に
、
医
療
・
Ｉ
Ｔ
な
ど
の
研
究
・
産
業
形

成
の
場
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
第
（
四
）
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
神
戸
東
部
新
都
心

と
い
わ
れ
る
地
区
に「
人
と
防
災
未
来
セ
ン
タ
ー
」

を
設
置
し
、
ア
ジ
ア
防
災
セ
ン
タ
ー
や
国
連
の
防

災
関
連
機
関
等
、
六
つ
の
機
関
を
集
中
さ
せ
、
国

際
的
に
も
注
目
さ
れ
る
施
設
と
な
っ
て
い
る
。

●
防
災
を
め
ぐ
る
社
会
と
制
度
の
変
化

　

阪
神
地
区
は
過
去
数
十
年
間
、
体
感
で
き
る
地

震
が
一
度
も
起
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
行
政
も

住
民
も
防
災
の
意
識
と
備
え
は
希
薄
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
数
百
年
単
位
で
の
周
期
で
考
え
る
と
、

わ
が
国
で
は
ど
こ
で
強
い
地
震
が
起
き
て
も
不
思

議
で
は
な
い
。
事
実
、
そ
の
後
、
震
度
６・７
以
上

の
強
い
地
震
だ
け
で
も
、
鳥
取
県
西
部
（
二
〇
〇
〇

年
）、芸げ

い

予よ

（
二
〇
〇
一
年
）、中
越
（
二
〇
〇
四
年
）、

福
岡
県
西
方
沖
（
二
〇
〇
五
年
）、
能
登
半
島

（
二
〇
〇
七
年
）、
中
越
沖
（
二
〇
〇
七
年
）、
岩
手
・

宮
城
内
陸
（
二
〇
〇
八
年
）
と
相
次
い
で
起
き
て

い
る
。

　

阪
神
大
震
災
の
時
に
兵
庫
県
の
地
震
保
険
加
入

率
は
、
三・二
％
（
全
国
平
均
は
九・〇
％
）
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
現
在
は
、
火
災
保
険
の
付
帯
保
険

に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
は
い
え
、
未
だ
に
全
国
平

均
で
三
〇
％
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
保
険
と
い

う
市
場
機
構
を
通
じ
た
復
興
が
で
き
る
者
は
限
ら

れ
て
い
る
。

　

予
期
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
阪
神
大
震

災
後
の
公
的
資
金
に
よ
る
復
旧
・
復
興
の
過
程
は

極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
イ
ン
フ

ラ
の
早
期
復
旧
に
反
し
て
、
多
く
の
災
害
弱
者
の

顕
在
化
、
莫
大
な
間
接
被
害
の
発
生
と
地
域
経
済

の
停
滞
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
述
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
こ
れ
を
反
省
し
て
、
政
府
と
地
方
自
治
体
、

そ
し
て
民
間
で
も
防
災
に
対
す
る
意
識
と
対
応
が

少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

　

ま
ず
、
政
府
は
省
庁
再
編
と
と
も
に
内
閣
府
に

防
災
担
当
部
局
を
設
置
、
担
当
大
臣
も
置
い
て
い

る
。
そ
こ
で
は
中
央
防
災
会
議
を
設
置
、
そ
の
下

で
近
い
将
来
予
想
さ
れ
る
首
都
圏
直
下
型
地
震
な

ど
の
巨
大
地
震
へ
の
防
災
と
復
興
の
備
え
を
公
表
、

警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
気
象
庁
は
緊
急
地
震
速

報
を
始
め
（
二
〇
〇
七
年
）、
震
度
三
以
上
の
地

震
速
報
は
直
後
に
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
流
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

災
害
発
生
時
に
事
業
所
が
事
業
を
一
定
の
許
容

範
囲
内
の
回
復
期
間
と
水
準
で
行
う
た
め
の
事
前

計
画
（
事
業
継
続
計
画
）
が
、
官
民
を
挙
げ
て
推

進
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

阪
神
大
震
災
に
お
け
る
犠
牲
者
の
死
因
は
建
物

崩
壊
に
よ
る
も
の
が
八
割
を
占
め
た
。
現
在
で
も
、

耐
震
性
が
不
足
し
て
い
る
と
推
計
さ
れ
る
住
宅
戸

数
は
全
体
の
二
二
％
が
該
当
す
る
（
参
考
文
献

②
）。
そ
こ
で
、
個
人
住
宅
に
関
し
て
は
所
得
税

と
固
定
資
産
税
の
減
税
を
通
じ
て
耐
震
改
修
促
進

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

多
く
の
地
方
自
治
体
は
地
域
防
災
計
画
を
策
定

な
い
し
は
改
定
し
て
い
る
。
阪
神
大
震
災
後
の
復

興
や
防
災
で
重
要
な
役
割
を
す
る
「
地
域
」
と
は
、

自
治
体
単
位
と
は
限
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ

る
と
い
う
認
識
が
高
ま
り
、
地
域
社
会
の
人
々
の

つ
な
が
り
を
尊
重
し
な
が
ら
、
行
政
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
含
め
た
多
様
な
主
体
が
一
緒
に
な
っ
て

特
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解
決
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
中
越

や
岩
手
・
宮
城
内
陸
の
ケ
ー
ス
は
中
山
間
地
域
で

も
と
も
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
の
濃
厚
な
地
域
を

襲
っ
た
地
震
で
あ
っ
た
た
め
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

再
生
が
生
活
復
興
の
鍵
を
握
っ
た
。

　

一
九
九
五
年
は
、
わ
が
国
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

元
年
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
大
勢
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
全
国
か
ら
駆
け
つ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に

対
応
し
た
活
動
を
行
っ
た
。
地
震
発
生
か
ら

一
三
ヶ
月
間
に
活
動
し
た
一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

約
一
四
〇
万
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
（
兵
庫
県
発

表
）。
ま
た
、学
生
や
生
徒
が
そ
の
約
六
割
を
占
め
、

初
め
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
経
験
し
た
人
々
が

約
七
割
を
占
め
た
（
兵
庫
県
が
実
施
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
）。
地
元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
の
間
で
は
、
相
互
間
及
び
行
政
と
の
情
報
交

換
の
た
め
自
主
的
な
連
絡
協
議
会
等
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
組
織
さ
れ
た
。
こ
の
中
の
い
く
つ
か
の

団
体
は
、
救
援
か
ら
復
興
に
至
る
き
め
細
か
な
活

動
を
体
得
、
さ
ら
に
人
材
育
成
も
行
い
、
現
在
も

国
内
だ
け
で
な
く
外
国
の
大
き
な
災
害
へ
の
支
援

活
動
を
継
続
し
て
い
る
。

●
国
際
的
防
災
活
動
の
活
発
化

　

阪
神
大
震
災
後
、
兵
庫
県
や
神
戸
市
が
国
際
的

な
防
災
活
動
の
一
つ
の
拠
点
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
の
顕
れ
が
二
〇
〇
五
年
一
月
に
神
戸
市
で
開
催

さ
れ
た
国
連
防
災
世
界
会
議
で
あ
る
。
そ
こ
で
採

決
さ
れ
た
「
兵
庫
行
動
枠
組
二
〇
〇
五―

二
〇
一
五
」
は
、
一
〇
年
間
の
国
際
社
会
に
お
け

る
防
災
活
動
の
基
本
的
な
指
針
を
与
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
世
界
共
通
の
防
災
目
標
と
し
て
、
世

界
の
災
害
被
害
削
減
に
向
け
、
持
続
可
能
な
開
発

の
あ
ら
ゆ
る
政
策
に
防
災
の
視
点
を
取
り
入
れ
る

こ
と
等
を
掲
げ
、
国
際
的
な
防
災
協
力
の
枠
組
み

を
与
え
た
（
参
考
文
献
②
）。
そ
の
後
、
こ
の
枠

組
み
を
積
極
的
に
実
施
す
る
た
め
に
国
連
防
災
戦

略
（
Ｕ
Ｎ
／
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｒ
）
が
中
心
的
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
を
決
め
、
各
分
野
に
お
け
る
関
係
機
関

の
活
動
や
と
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
兵
庫
行
動
枠
組
」に
お
い
て
盛
り
込
ま
れ
た「
復

興
過
程
に
災
害
予
防
の
観
点
を
取
り
込
む
」
た
め

の
活
動
を
す
る
た
め
に
、
国
際
諸
機
関
の
連
携
に

よ
り
国
際
復
興
支
援
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
設
置

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
神
戸
東
部
新
都
心
を
拠
点
に

活
動
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
国
際
機
関
を
通
じ
た
防
災
や
災
害

復
興
支
援
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
る
だ
け
で
な

く
、
わ
が
国
の
国
際
協
力
事
業
の
中
で
防
災
分
野

が
、
環
境
分
野
と
と
も
に
、
次
第
に
重
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
ア
ジ
ア

を
は
じ
め
と
す
る
開
発
途
上
国
で
は
、
防
災
対
策

に
向
け
る
財
政
資
金
が
乏
し
く
、
特
に
予
防
分
野

へ
配
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
よ
り
災
害
が

大
き
く
な
っ
て
貧
困
を
招
く
と
い
う
悪
循
環
が
あ

る
。
そ
れ
を
軽
減
す
る
た
め
の
支
援
と
し
て
は
、

「
イ
ン
フ
ラ
等
の
ハ
ー
ド
面
と
ソ
フ
ト
面
が
あ
る

が
、
ま
ず
、
各
国
の
自
助
努
力
を
促
す
た
め
に
は
、

人
材
育
成
・
教
育
・
情
報
な
ど
の
ソ
フ
ト
面
の
取

組
み
が
重
要
で
あ
る
」（
参
考
文
献
②
、
二
三
八

ペ
ー
ジ
）。
防
災
専
門
家
は
も
と
よ
り
、
立
法
に

携
わ
る
者
、
財
務
に
携
わ
る
者
な
ど
の
集
団
研
修

も
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
災
害
が
多
い
わ
が
国

で
は
、
実
際
の
被
災
地
と
復
興
状
況
の
視
察
が
で

き
る
だ
け
で
な
く
、
防
災
関
連
施
設
、
行
政
、
大

学
、
防
災
関
連
の
技
術
や
情
報
な
ど
、
伝
授
で
き

る
場
所
と
素
材
は
豊
富
で
あ
る
。

　

ど
こ
の
国
も
万
全
な
災
害
対
策
を
有
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
な
い
。
わ
が
国
も
例
外
で
は
な
い
。
特

に
復
興
資
金
に
制
約
が
あ
る
こ
と
は
共
通
で
あ
る
。

防
災
の
技
術
移
転
等
を
通
じ
た
国
際
協
力
を
実
施

す
る
時
に
、
わ
が
国
の
「
良
い
実
践
例
」
だ
け
を

伝
授
す
る
の
で
は
な
く
、「
悪
い
実
践
例
」
も
あ

り
の
ま
ま
伝
え
て
、
逆
に
外
国
か
ら
学
ぶ
と
い
う

姿
勢
も
必
要
で
あ
る
。
阪
神
大
震
災
後
の
経
済
的

側
面
の
復
興
に
つ
い
て
講
義
す
る
時
、「
悪
い
実

践
例
」
だ
と
言
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

（
と
よ
だ　

と
し
ひ
さ
／
広
島
修
道
大
学
経

済
科
学
部
教
授
）
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表　国際防災協力の実施状況
 （2006年度、単位100万円）

無償資金協力 16,201 
食糧援助 9,075 
防災・災害復興無償 2,348 
一般プロジェクト無償 2,197 
NGO連携無償 1,763 
緊急無償 688 
草の根・人間の安全保障無償 130 

有償資金協力 67,709 
技術協力 4,144 
多国間援助 2,853 

（出所）2008年度防災白書。


